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わが国では、平成 37年（2025年）に団塊の世代の全てが後期高齢者となります。この

ため、国ではこれらの情勢を踏まえ、高齢社会を乗り越える社会モデルを構築するため、「地
域包括ケアシステム」の構築に取り組んできました。 
本市においても、平成 37 年までに、医療・介護・予防・生活支援・住まいが地域におい

て切れ目なく一体的に提供される体制である地域包括ケアシステムの構築を目指しています。
高齢で医療や介護などが必要な状態になっても、適切なサービスを利用することによって、
人としての尊厳を保ちながら、自立した日常生活を送ることは、すべての市民の共通の願い
です。少子高齢化が進行する中で、この願いを実現できるか否かは、「地域包括ケアシステム」
の構築の成否にかかっています。 
本計画は、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとと

もに、制度の持続可能性を確保しながら、地域包括ケアシステムの深化・推進により地域の
実情に応じたサービス体制を整え、サービス提供先として、高齢者だけにとどまらず、子ど
も・子育て支援、障がい者福祉、生活困窮者支援など、支援を必要とする方が抱える多様で
複合的な地域生活課題について、地域住民や医療・福祉関係者の連携により解決が図られる
ことを目的に策定したものです。 

 

 

この計画は、平成３０年度から平成３２年度までの３年間を計画期間としており、高齢化
のピークを迎える平成３７年を見据えた中長期的な視点に立って策定しています。なお、計
画は、介護保険料の改定や高齢者の生活環境の変化などに対応するため、３年ごとに見直し
を行います。 

 

 

 

 

 

 

人口の推移と推計 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

計画の期間 

計画策定の背景と目的 

半田市高齢者保健福祉計画・第 7 期介護保険事業計画（概要版） 

 

 

推計 
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本計画では、引き続き地域包括ケアシステム構築に向けた深化、推進を目的とし、これま

での基本理念を引き継ぎ、達成のための各施策推進に努めます。 

 

 

 

 

【基本方針】             【施策目標】 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

 
住み慣れた地域で、支えあい、安心して暮らせるまちづくり 

～地域包括ケアシステムの深化・推進～ 

 

２「いきがい」と「ささえあい」

の仕組みづくり 

１ 地域包括ケアシステムの強

化・深化 

５ その人に合った 

介護保険サービスの提供 

３ 総合的な認知症対策の推進 

４ 住まいと暮らしを支える 

基
本
理
念 
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１ 高齢者の生きがいと社会参加の支援   

２ 地域で支える介護予防と生活支援 

１ 地域包括ケアのシステムの理解促進 

２ 地域ケア会議及び関係者間協議の推進 

３ 地域マネジメントの確立 

施策体系図 

３ 住民主体の活動の促進 

１ 認知症の理解を深める普及・啓発 

２ 認知症の本人と家族を支える活動 

３ 地域での見守りと行方不明への対応 

１ 地域密着型サービスの充実 

２ 施設サービスの充実 

３ 介護保険サービスに対する諸施策の推進 

４ よりニーズに合った介護保険サービス 

の提供 

５ 在宅医療ニーズを満たす介護 

サービス事業量の確保 

１ 安心して暮らし続けるための支援 

２ 住み慣れた自宅での暮らしの継続 

３ いつまでも自分らしく暮らすための支援 

本計画では、基本理念を実現するために、５つの基本方針とこれらに基づく施策目標を定めて、

それぞれに具体的な施策を進めていくこととしています。 
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元気 

高齢者 

在宅 

要介護者 
 

介護 

医療 

生きがい 

づくり 

生活 

支援 

住まい 
みんなでつくりあげる地域包括ケアはんだスタイル 

住まいの場の確保、住み慣れた地域での生活の継続 

施設サービス 

 

   地域密着型サービス 

 

中年層 
＜40～64 歳＞ 要支援者 

施設 

入所者 

 

     健康づくり、介護予防（重度化防止）、生きがいづくり 

要支援・要介護認定者 

総合事業対象者 

  介護への意識の向上、地域における活躍の場づくり 

地域での活躍を期待する層 

医療と介護の連携 

 
介護予防・日常生活支援総合事業 

生活支援サービス 
居宅サービス 

 

早期から介護

予防意識を高

め、健康状態を

維持。将来も元

気高齢者でいら

れるように。 

主体的な介護

予防への取組

を引き出し、要

介護状態になる

こ と を抑制す

る。 

適切なサービス

利用により、重

度化を防止。本

人が希望する

生活を送れるよ

うにする。 

予防 

本市の地域包括ケアシステムの提供イメージ 
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         （65歳以上の方）                  

                           

 

        （40歳以上 65歳未満の方） 

〔居〕：居宅給付費に対する負担割合、〔施〕：施設給付費に対する負担割合 

 

 

 

 

【第７期介護保険 基準保険料 ６５,７６０円／年（５,４８０円／月）】 

所得段階 対 象 者 保険料率 保険料年額 

第１段階 

生活保護を受給している方、 

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方、 

世帯全員が市町村民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収

入額の合計が 80 万円以下の方 

0.40 26,310 円 

第２段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下の方 
0.69 45,380 円 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が 120 万を超える方 
0.75  49,320 円 

第４段階 

世帯の誰かが市町村民税課税で、かつ、本人が市町村民税非課税

で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下の

方 

0.83  54,590 円 

第５段階 

（基準額） 

世帯の誰かが市町村民税課税で、かつ、本人が市町村民税非課税

で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円を超え

る方 

1.00  65,760 円 

第６段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満の

方 
1.15  75,630 円 

第７段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以上

200 万円未満の方 
1.35  88,780 円 

第８段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円以上

300 万円未満の方 
1.65 108,510 円 

第９段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 300 万円以上

400 万円未満の方 
1.80 118,370 円 

第 10 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 400 万円以上

600 万円未満の方 
2.00 131,520 円 

第 11 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 600 万円以上

1,000 万円未満の方 
2.10 138,100 円 

第 12 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 1,000 万円以上

の方 
2.30 151,250 円 

 

 

第１号被保険者（65歳以上）の介護保険料（平成 30～32年度） 

 

 

【お問い合わせ】半田市福祉部高齢介護課  

    〒475-8666 

       半田市東洋町二丁目１番地 

       電話 0569-84-0649 

県負担金 〔居〕12.5％、〔施〕17.5％ 
第 2号被保険者 27％ 

調整交付金 5％ 

第 1号被保険者 23％ 
国負担金 〔居〕20％、〔施〕15％ 

介護給付費の財源内訳 

市町村負担金 12.5％ 


